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一

一
　
概
説 

１
　
条
約
の
成
立
経
緯 

　
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
、
政
府
、
使
用
者
及
び
労
働
者
の
三
者
の
代
表
を
構
成
員
と
す
る
国
際
機
関
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
三
者
の
間
の
議
論
を

(1)
通
じ
、
多
く
の
国
際
労
働
基
準
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
及
び
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
）
を
設
定
し
、
労
働
者
の
労
働
条
件
及
び
職
業
環
境
の
向
上
に
貢
献
し
て
き
た
。 

　
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
で
あ
り
、
労
働
に
お
け
る
安
全
衛
生
に
係
る
条
約
と
し
て
、
昭
和
五
十
六
年
（
千

(2)
九
百
八
十
一
年
）
の
第
六
十
七
回
総
会
に
お
い
て
こ
の
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。 

２
　
条
約
締
結
の
意
義 

こ
の
条
約
は
、
作
業
に
関
連
し
た
事
故
及
び
健
康
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
並
び
に
作
業
環
境
に
つ

い
て
こ
の
条
約
を
締
結
し
た
国
が
一
貫
し
た
政
策
を
定
め
る
こ
と
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
国
の
段
階
、
企
業
の
段
階
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
と
る
べ
き
措
置

等
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
労
働
に
お
け
る
安
全
衛
生
に
係
る
規
範
の
国
際
的
な
普
及
を
促
進
す
る
見
地
及
び

国
内
に
お
け
る
労
働
災
害
の
一
層
の
防
止
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

３
　
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務 

我
が
国
は
、
こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
、
条
約
第
四
条
に
規
定
す
る
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
並
び
に
作
業
環
境
に
関
す
る
一
貫
し
た
国
内
政
策
を
定

め
、
実
施
し
、
及
び
定
期
的
に
検
討
す
る
こ
と
等
の
義
務
を
負
う
。 

４
　
早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由 

こ
の
条
約
は
、
令
和
四
年
（
二
千
二
十
二
年
）
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
お
い
て
そ
の
締
結
が
強
く
求
め
ら
れ
る
基
本
条
約
の
一
つ
と
な
り
、
国
内
外
か
ら
そ
の
早
期

締
結
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
が
国
と
し
て
も
速
や
か
に
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
条
約
の
定
め
る
労
働
に
お
け
る
安
全

衛
生
に
係
る
規
範
の
国
際
的
な
普
及
を
促
進
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。 

二
　
条
約
の
内
容 

　
　
こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
三
十
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

１
　
適
用
範
囲
及
び
定
義
（
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
） 



二

　
こ
の
条
約
は
全
て
の
経
済
活
動
部
門
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
、
関
係
の
あ
る
代
表
的
な
使
用
者
団
体
及
び
労
働
者
団
体
と
協
議
し
た
上
で
特
定
の
経

(1)

 

済
活
動
部
門
に
つ
い
て
こ
の
条
約
の
一
部
又
は
全
部
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
を
定
め
る
（
第
一
条
）
。

　
こ
の
条
約
は
対
象
と
な
る
経
済
活
動
部
門
の
全
て
の
労
働
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
、
関
係
の
あ
る
代
表
的
な
使
用
者
団
体
及
び
労
働
者
団
体
と
協

(2)

 
議
し
た
上
で
、
限
ら
れ
た
種
類
の
労
働
者
に
つ
い
て
こ
の
条
約
の
一
部
又
は
全
部
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
を
定
め
る
（
第
二
条
）
。

　
「
経
済
活
動
部
門
」
、
「
労
働
者
」
、
「
職
場
」
、
「
規
則
」
及
び
「
健
康
」
の
定
義
を
定
め
る
（
第
三
条
）
。 

(3)
２
　
国
内
政
策
の
原
則
（
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
） 

　
加
盟
国
は
、
国
内
事
情
及
び
国
内
慣
行
に
照
ら
し
、
か
つ
、
最
も
代
表
的
な
使
用
者
団
体
及
び
労
働
者
団
体
と
協
議
し
た
上
で
、
職
業
上
の
安
全
及
び

(1)

 

健
康
並
び
に
作
業
環
境
に
関
す
る
一
貫
し
た
国
内
政
策
を
定
め
、
実
施
し
、
及
び
定
期
的
に
検
討
す
る
（
第
四
条
１
）
。

　
　

　
国
内
政
策
は
、
作
業
環
境
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
不
可
避
な
危
険
の
原
因
を
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
最
小
限
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
作
業
に
起
因

(2)

 

し
、
若
し
く
は
関
連
し
、
又
は
作
業
中
に
生
ず
る
事
故
及
び
健
康
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
第
四
条
２
）
。

　
国
内
政
策
は
、
措
置
に
関
す
る
主
要
な
分
野
で
あ
る
作
業
の
物
的
要
素
の
設
計
、
作
業
の
物
的
要
素
と
作
業
を
遂
行
又
は
管
理
す
る
者
と
の
関
係
、
十

(3)

 

分
な
水
準
の
安
全
及
び
健
康
の
達
成
に
何
ら
か
の
立
場
で
関
与
す
る
者
に
対
す
る
訓
練
等
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
五
条
）
。

　
国
内
政
策
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
公
的
機
関
、
使
用
者
、
労
働
者
そ
の
他
の
者
の
責
任
の
補
完
的
な
性
格
並
び
に
国
内
事
情
及
び
国
内
慣
行
を
考

(4)
慮
し
て
、
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
並
び
に
作
業
環
境
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
及
び
責
任
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
六

 

条
）
。

　
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
並
び
に
作
業
環
境
に
関
す
る
状
況
は
、
主
要
な
問
題
を
特
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
効
果
的
な
方

(5)
法
及
び
措
置
の
優
先
順
位
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
並
び
に
結
果
を
評
価
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
全
般
的
な
又
は
特
定
の
分
野
に
関
し
、
適
当
な
間
隔

 

で
検
討
さ
れ
る
（
第
七
条
）
。

 

３
　
国
の
段
階
に
お
け
る
措
置
（
第
八
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
）

　
加
盟
国
は
、
法
律
若
し
く
は
規
則
又
は
国
内
事
情
及
び
国
内
慣
行
に
適
合
す
る
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
関
係
の
あ
る
代
表
的
な
使
用
者
団
体
及
び
労

(1)

 

働
者
団
体
と
協
議
し
た
上
で
、
第
四
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
を
と
る
（
第
八
条
）
。



三

　
こ
の
条
約
は
全
て
の
経
済
活
動
部
門
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
、
関
係
の
あ
る
代
表
的
な
使
用
者
団
体
及
び
労
働
者
団
体
と
協
議
し
た
上
で
特
定
の
経

(1)

 

済
活
動
部
門
に
つ
い
て
こ
の
条
約
の
一
部
又
は
全
部
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
を
定
め
る
（
第
一
条
）
。

　
こ
の
条
約
は
対
象
と
な
る
経
済
活
動
部
門
の
全
て
の
労
働
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
、
関
係
の
あ
る
代
表
的
な
使
用
者
団
体
及
び
労
働
者
団
体
と
協

(2)

 

議
し
た
上
で
、
限
ら
れ
た
種
類
の
労
働
者
に
つ
い
て
こ
の
条
約
の
一
部
又
は
全
部
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
を
定
め
る
（
第
二
条
）
。

　
「
経
済
活
動
部
門
」
、
「
労
働
者
」
、
「
職
場
」
、
「
規
則
」
及
び
「
健
康
」
の
定
義
を
定
め
る
（
第
三
条
）
。 

(3)
２
　
国
内
政
策
の
原
則
（
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
） 

　
加
盟
国
は
、
国
内
事
情
及
び
国
内
慣
行
に
照
ら
し
、
か
つ
、
最
も
代
表
的
な
使
用
者
団
体
及
び
労
働
者
団
体
と
協
議
し
た
上
で
、
職
業
上
の
安
全
及
び

(1)

 

健
康
並
び
に
作
業
環
境
に
関
す
る
一
貫
し
た
国
内
政
策
を
定
め
、
実
施
し
、
及
び
定
期
的
に
検
討
す
る
（
第
四
条
１
）
。

　
　

　
国
内
政
策
は
、
作
業
環
境
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
不
可
避
な
危
険
の
原
因
を
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
最
小
限
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
作
業
に
起
因

(2)

 

し
、
若
し
く
は
関
連
し
、
又
は
作
業
中
に
生
ず
る
事
故
及
び
健
康
に
対
す
る
危
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
第
四
条
２
）
。

　
国
内
政
策
は
、
措
置
に
関
す
る
主
要
な
分
野
で
あ
る
作
業
の
物
的
要
素
の
設
計
、
作
業
の
物
的
要
素
と
作
業
を
遂
行
又
は
管
理
す
る
者
と
の
関
係
、
十

(3)

 

分
な
水
準
の
安
全
及
び
健
康
の
達
成
に
何
ら
か
の
立
場
で
関
与
す
る
者
に
対
す
る
訓
練
等
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
五
条
）
。

　
国
内
政
策
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
公
的
機
関
、
使
用
者
、
労
働
者
そ
の
他
の
者
の
責
任
の
補
完
的
な
性
格
並
び
に
国
内
事
情
及
び
国
内
慣
行
を
考

(4)
慮
し
て
、
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
並
び
に
作
業
環
境
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
及
び
責
任
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
六

 

条
）
。

　
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
並
び
に
作
業
環
境
に
関
す
る
状
況
は
、
主
要
な
問
題
を
特
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
効
果
的
な
方

(5)
法
及
び
措
置
の
優
先
順
位
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
並
び
に
結
果
を
評
価
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
全
般
的
な
又
は
特
定
の
分
野
に
関
し
、
適
当
な
間
隔

 

で
検
討
さ
れ
る
（
第
七
条
）
。

 

３
　
国
の
段
階
に
お
け
る
措
置
（
第
八
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
）

　
加
盟
国
は
、
法
律
若
し
く
は
規
則
又
は
国
内
事
情
及
び
国
内
慣
行
に
適
合
す
る
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
関
係
の
あ
る
代
表
的
な
使
用
者
団
体
及
び
労

(1)

 

働
者
団
体
と
協
議
し
た
上
で
、
第
四
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
を
と
る
（
第
八
条
）
。

　
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
並
び
に
作
業
環
境
に
関
す
る
法
律
及
び
規
則
の
執
行
は
、
十
分
か
つ
適
当
な
監
督
制
度
に
よ
り
確
保
す
る
（
第
九
条
１
）
。 

(2) 
 

執
行
の
制
度
は
、
法
律
及
び
規
則
の
違
反
に
対
す
る
適
切
な
制
裁
を
定
め
る
（
第
九
条
２
）
。 

(3)
　
加
盟
国
は
、
使
用
者
及
び
労
働
者
が
法
的
義
務
に
従
う
こ
と
を
援
助
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
を
指
導
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
（
第
十
条
）
。 
(4)

　
権
限
の
あ
る
機
関
は
、
国
内
政
策
を
実
施
す
る
た
め
、
事
業
に
係
る
設
計
、
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
条
件
等
の
決
定
、
作
業
工
程
の
決
定
並
び
に
曝ば

く

(5)
露
が
禁
止
等
さ
れ
る
物
質
及
び
因
子
の
決
定
、
使
用
者
又
は
適
当
な
場
合
に
は
保
険
機
関
等
に
よ
る
職
業
上
の
事
故
及
び
疾
病
の
届
出
手
続
の
制
定
及
び

適
用
並
び
に
年
次
統
計
の
作
成
等
の
業
務
が
漸
進
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
（
第
十
一
条
）
。 

　
加
盟
国
は
、
職
業
上
の
用
に
供
さ
れ
る
機
械
、
設
備
又
は
物
質
を
設
計
し
、
製
造
し
、
輸
入
し
、
提
供
し
、
又
は
輸
送
す
る
者
が
合
理
的
に
実
行
可
能

(6)
な
限
り
、
機
械
、
設
備
又
は
物
質
が
、
こ
れ
を
正
し
く
使
用
す
る
者
の
安
全
及
び
健
康
に
危
険
を
引
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
、
機
械
及
び

設
備
の
正
し
い
取
付
け
及
び
使
用
並
び
に
物
質
の
正
し
い
使
用
に
関
す
る
情
報
等
を
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
、
研
究
及
び
調
査
を
行
う
こ
と
等
を

確
保
す
る
た
め
、
国
内
法
及
び
国
内
慣
行
に
従
っ
て
措
置
を
と
る
（
第
十
二
条
）
。 

　
自
己
の
生
命
又
は
健
康
に
対
す
る
急
迫
し
た
重
大
な
危
険
が
存
在
す
る
と
信
ず
る
合
理
的
な
理
由
の
あ
る
作
業
状
態
か
ら
自
ら
退
避
し
た
労
働
者
は
、

(7)
国
内
事
情
及
び
国
内
慣
行
に
従
い
、
不
当
な
結
果
か
ら
保
護
さ
れ
る
（
第
十
三
条
）
。 

　
加
盟
国
は
、
国
内
事
情
及
び
国
内
慣
行
に
適
す
る
方
法
で
、
か
つ
、
全
て
の
労
働
者
の
訓
練
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
方
法
に
よ
り
、
全
て
の
段
階

(8)
の
教
育
及
び
訓
練
（
高
等
技
術
教
育
、
高
等
医
学
教
育
及
び
高
等
専
門
教
育
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
並
び
に
作
業
環
境
に
関

す
る
内
容
を
含
め
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
（
第
十
四
条
）
。 

　
加
盟
国
は
、
国
内
政
策
及
び
そ
の
政
策
の
適
用
の
た
め
の
措
置
の
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
、
最
も
代
表
的
な
使
用
者
団
体
及
び
労
働
者
団
体
並
び
に

(9)
適
当
な
場
合
に
は
そ
の
他
の
団
体
と
協
議
し
た
上
で
、
国
内
政
策
の
原
則
及
び
国
の
段
階
に
お
け
る
措
置
の
実
施
を
要
請
さ
れ
る
様
々
な
当
局
と
団
体
と

の
間
に
お
け
る
必
要
な
調
整
を
確
保
す
る
た
め
に
、
国
内
事
情
及
び
国
内
慣
行
に
適
す
る
措
置
を
と
る
（
第
十
五
条
１
）
。
こ
の
措
置
に
は
、
状
況
が
必

要
と
し
、
か
つ
、
国
内
事
情
及
び
国
内
慣
行
が
許
す
場
合
に
は
、
中
央
機
関
の
設
置
を
含
む
（
第
十
五
条
２
）
。 

　
４
　
企
業
の
段
階
に
お
け
る
措
置
（
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
） 

　
　

　
使
用
者
は
、
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
、
そ
の
管
理
の
下
に
あ
る
職
場
、
機
械
、
設
備
及
び
工
程
が
、
安
全
か
つ
健
康
に
対
す
る
危
険
が
な
い
も
の

(1)



四

で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
（
第
十
六
条
１
）
。 

　

　
使
用
者
は
、
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
、
適
切
な
保
護
の
措
置
が
と
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
管
理
の
下
に
あ
る
化
学
的
、
物
理
的
及
び
生
物
学
的

(2)
な
物
質
及
び
因
子
が
、
健
康
に
対
す
る
危
険
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
（
第
十
六
条
２
）
。 

　
使
用
者
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
事
故
の
危
険
又
は
健
康
に
対
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
を
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
防
ぐ
た
め
、
適
切
な
保
護

(3)
衣
及
び
保
護
具
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
（
第
十
六
条
３
）
。 

　
二
以
上
の
企
業
が
同
一
の
職
場
に
お
い
て
同
時
に
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
企
業
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
に
当
た
り
協
力
す
る
（
第
十

(4)
七
条
）
。 

　
使
用
者
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
非
常
事
態
及
び
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
（
適
切
な
応
急
措
置
を
含
む
。
）
を
と
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
（
第

(5)
十
八
条
）
。 

　
企
業
の
段
階
に
お
い
て
、
使
用
者
が
自
ら
に
課
さ
れ
た
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
労
働
者
は
作
業
中
に
お
い
て
協
力
す
る
こ
と
、
事
業
場
に
お

(6)
け
る
労
働
者
代
表
は
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
の
分
野
に
お
い
て
使
用
者
と
協
力
す
る
こ
と
、
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
を
確
保
す
る
た
め
に
使
用
者
が

と
る
措
置
に
関
す
る
十
分
な
情
報
が
事
業
場
に
お
け
る
労
働
者
代
表
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
事
業
場
に
お
け
る
労
働
者
代
表
が
商
業
上
の
秘

密
を
漏
ら
さ
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
労
働
者
代
表
を
代
表
す
る
団
体
と
当
該
情
報
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
に
係
る
措
置
が
と

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
十
九
条
）
。 

　
経
営
者
と
労
働
者
又
は
労
働
者
代
表
と
の
間
の
企
業
内
に
お
け
る
協
力
は
、
第
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
と
ら
れ
る
組
織
的
措
置
及
び

(7)
そ
の
他
の
措
置
の
基
本
的
要
素
を
成
す
（
第
二
十
条
）
。 

　
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
に
係
る
措
置
は
、
労
働
者
に
経
費
を
負
担
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
第
二
十
一
条
）
。 

(8)
５
　
最
終
規
定
（
第
二
十
二
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
） 

こ
の
条
約
の
批
准
、
効
力
発
生
、
廃
棄
、
改
正
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。 

三
　
条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

　
１
　
こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
今
次
国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 



五

で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
（
第
十
六
条
１
）
。 

　

　
使
用
者
は
、
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
、
適
切
な
保
護
の
措
置
が
と
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
管
理
の
下
に
あ
る
化
学
的
、
物
理
的
及
び
生
物
学
的

(2)
な
物
質
及
び
因
子
が
、
健
康
に
対
す
る
危
険
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
（
第
十
六
条
２
）
。 

　
使
用
者
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
事
故
の
危
険
又
は
健
康
に
対
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
を
合
理
的
に
実
行
可
能
な
限
り
防
ぐ
た
め
、
適
切
な
保
護

(3)
衣
及
び
保
護
具
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
（
第
十
六
条
３
）
。 

　
二
以
上
の
企
業
が
同
一
の
職
場
に
お
い
て
同
時
に
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
企
業
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
に
当
た
り
協
力
す
る
（
第
十

(4)
七
条
）
。 

　
使
用
者
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
非
常
事
態
及
び
事
故
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
（
適
切
な
応
急
措
置
を
含
む
。
）
を
と
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
（
第

(5)
十
八
条
）
。 

　
企
業
の
段
階
に
お
い
て
、
使
用
者
が
自
ら
に
課
さ
れ
た
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
労
働
者
は
作
業
中
に
お
い
て
協
力
す
る
こ
と
、
事
業
場
に
お

(6)
け
る
労
働
者
代
表
は
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
の
分
野
に
お
い
て
使
用
者
と
協
力
す
る
こ
と
、
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
を
確
保
す
る
た
め
に
使
用
者
が

と
る
措
置
に
関
す
る
十
分
な
情
報
が
事
業
場
に
お
け
る
労
働
者
代
表
に
対
し
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
事
業
場
に
お
け
る
労
働
者
代
表
が
商
業
上
の
秘

密
を
漏
ら
さ
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
労
働
者
代
表
を
代
表
す
る
団
体
と
当
該
情
報
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
に
係
る
措
置
が
と

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
十
九
条
）
。 

　
経
営
者
と
労
働
者
又
は
労
働
者
代
表
と
の
間
の
企
業
内
に
お
け
る
協
力
は
、
第
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
と
ら
れ
る
組
織
的
措
置
及
び

(7)
そ
の
他
の
措
置
の
基
本
的
要
素
を
成
す
（
第
二
十
条
）
。 

　
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
に
係
る
措
置
は
、
労
働
者
に
経
費
を
負
担
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
第
二
十
一
条
）
。 

(8)
５
　
最
終
規
定
（
第
二
十
二
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
） 

こ
の
条
約
の
批
准
、
効
力
発
生
、
廃
棄
、
改
正
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。 

三
　
条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置 

　
１
　
こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
今
次
国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 

　
２
　
こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。 

                    



六

（
参
　
考
） 

１
　
採
択
　
昭
和
五
十
六
年
六
月
二
十
二
日
　
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
採
択 

２
　
効
力
発
生
　
昭
和
五
十
八
年
八
月
十
一
日
　 

３
　
締
約
国
　
令
和
七
年
二
月
六
日
現
在
　
八
十
三
箇
国 

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ー
レ
ー
ン
、
ベ
ラ

ル
ー
シ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ベ
リ
ー
ズ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ー
ボ
ベ
ル
デ
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
中

華
人
民
共
和
国
、
コ
ン
ゴ
共
和
国
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
エ
チ

オ
ピ
ア
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ガ
ボ
ン
、
グ
レ
ナ
ダ
、
ガ
イ
ア
ナ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ラ
ン
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
大
韓
民
国
、
ラ
オ
ス
、
ラ
ト
ビ
ア
、
レ
ソ
ト
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
ラ
ウ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
マ
リ
、
モ
ー
リ
シ
ャ

ス
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ル
ド
バ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ノ

ル
ウ
ェ
ー
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ロ
シ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、
セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ

ネ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
シ
リ
ア
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ト

ル
コ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ザ
ン
ビ
ア
、
ジ
ン
バ
ブ
エ


